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令和８年度香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者募集要領 

 

 香芝市（以下「市」という。）は、習い事・塾等の利用に係る保護者の経済的

負担を軽減することにより、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の中

学校、義務教育学校（後期課程に限る。）又は特別支援学校（中学部に限る。）（以

下これらを「中学校等」という。）の生徒が多種多様な学び及び体験の機会を得

る契機となるよう、香芝市習い事・塾代助成事業（以下「事業」という。）を実

施するに当たり、香芝市習い事・塾代助成事業実施要綱（令和８年告示第１０４

号）に基づき、事業に協力いただける事業者を募集します。 

 

第１ 事業の概要 

 １ 事業名 

  令和８年度香芝市習い事・塾代助成事業 

 ２ 実施期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ３ 対象者 

  原則として、市の住民基本台帳に記録されている中学校等の生徒（ただし、

３月１日から３月３１日までの間に市に転入する生徒を除く。）の保護者 

 ４ 実施内容 

   市は、対象者に対して香芝市習い事・塾代助成券（以下「助成券」という。）

を交付します。 

   対象者は、助成券を、参画事業者が行う習い事・塾等の料金の支払に使用

することができます。 

   参画事業者は、香芝市習い事・塾代助成券利用相当額請求書（第９号様式）

に、対象者から受け取った助成券を添付して市に請求します。その後、市が

提出書類を審査し、参画事業者に利用相当額を振り込みます。 

 ５ 助成金額 

  対象となる生徒１人につき、６，０００円（助成券５００円分を１２枚） 

  ※ 年度の途中で転入する場合は、１２枚より少なくなる場合があります。 

 ６ 問合せ先及び請求先 

  香芝市子ども家庭部児童福祉課（以下「児童福祉課」という。） 

 

第２ 参画事業者の登録基準 

 １ 参画することができる事業者 

   参画事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。 

  ⑴ 学校外において、学習の指導又はスポーツ若しくは文化芸術に係る活

動の指導（以下「習い事・塾等」という。）を行う者 
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  ⑵ 奈良県内又は奈良県に隣接する府県内に教室等又は事務所等を設置し

ている者（インターネット等を用いて習い事・塾等を提供する者を除く。） 

  ⑶ 「３ 習い事・塾等を提供するに当たっての遵守事項」を遵守する者 

  ⑷ 市長が習い事・塾等の実施状況等の報告を求め、又は現地調査を行う場

合があることについて、あらかじめ同意する者 

  ⑸ 暴力団（香芝市暴力団排除条例（平成２３年条例第１４号）第２条第１

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第２号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有しない者 

 ２ 参画事業者が提供する習い事・塾等の種類 

  ⑴ 特定の教室等に生徒を集め、集団又は個別に指導を行うもの 

   （例）学習塾、文化教室、スポーツ教室等 

 ⑵ 指導者が対象生徒の自宅等を訪問し、指導を行うもの 

 （例）家庭教師、出稽古等 

 ⑶ 特定の教室等に生徒を集めずに、インターネット又は郵便等の通信手

段を用いて指導を行うもの 

   （例）オンライン学習塾、オンライン家庭教師等 

  ⑷ 香芝市地域クラブ設置要綱（令和８年４月１日施行）第１条の香芝市地

域クラブ 

  ⑸ その他市長が指定する事業者 

  ※ ただし、教材、用品等の販売のみを行うものは、対象外です。 

 ３ 習い事・塾等を提供するに当たっての遵守事項 

  ⑴ 事業の趣旨を理解し、良質な習い事・塾等を提供すること。 

  ⑵ 対象生徒の適切な処遇及び安全を十分に確保すること。 

  ⑶ 参画事業者の職員は、豊かな人間性及び倫理観を備え、熱意のある者で

あること。 

  ⑷ いじめ（いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第２条第１

項のいじめをいう。）の防止及び早期発見並びに当該行為に対する対処に

努めること。 

  ⑸ 習い事・塾等の料金が公正であること。 

  ⑹ 習い事・塾等の料金について、助成券の使用を契機とした値上げ（経営

努力では避けられない事由により料金の転嫁を行う等の合理的な理由に

基づく場合を除く。）をしないこと。 

  ⑺ 個人情報の保護について万全を期していること。 

 

第３ 参画事業者の登録申請 
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  参画事業者の登録を受けようとする事業者は、香芝市習い事・塾代助成事業 

事業者登録申請書（第２号様式）に、「２ 必要書類」に掲げる書類を添付し

て、提出してください。 

 １ 提出方法 

   持参、郵送又は電子メールにより児童福祉課に提出してください。 

  ⑴ 持参の場合は、事前に児童福祉課に電話連絡してください。 

  ⑵ 郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法で提出するとともに、

到達の確認のため、発送後、児童福祉課に電話連絡してください。 

  ⑶ 電子メールの場合は、件名を「参画事業者登録」とするとともに、到達

の確認のため、送信後、児童福祉課に電話連絡してください。 

 ２ 必要書類 

  ⑴ 習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類 

 ⑵ 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

 ⑶ 団体の規約等及び代表者が確認できる書類（法人格を有しない団体の 

場合に限る。） 

 ⑷ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（個人の場合に限る。） 

 ⑸ 習い事・塾等の内容が分かる書類 

 ⑹ 習い事・塾等の料金が分かる書類 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

 

第４ 参画事業者の登録 

１ 市は申請の内容及び「第２ 参画事業者の登録基準」に規定する登録の基

準に適合するかどうかを審査し、適当と認めたときは、登録を決定し、香芝

市習い事・塾代助成事業事業者登録通知書（第３号様式）により通知します。

申請の内容等を確認するため、市は必要な調査を行うことがあります。 

 ２ 審査の結果、登録をしないことを決定したときは、香芝市習い事・塾代助

成事業事業者不登録通知書（第４号様式）により通知します。 

 ３ 参画事業者の登録の有効期限は、令和９年３月３１日までとします。 

 ４ 市が参画事業者に聞取り等を行うことにより、登録の申請又は変更の届

出の内容に変更がないと認めたときは、有効期限を更に１年延長すること

ができます。 

 ５ 参画事業者を登録したときは、当該参画事業者の所在地、名称等について、

市のホームページ等で公表します。 

 

第５ 変更の届出 

 １ 次の事項について変更があり、又は変更をしようとするときは、香芝市習

い事・塾代助成事業事業者登録事項変更届（第５号様式）に、当該変更の内

容が分かる書類を添付して、児童福祉課に提出してください。 
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  ⑴ 教室等及び事務所等の所在地、名称及び代表者 

 ⑵ 習い事・塾等の内容 

 ⑶ 習い事・塾等の料金 

 ⑷ その他市長が必要と認める事項 

 ２ 変更の届出があったときは、香芝市習い事・塾代助成事業事業者登録事項

変更届受理通知書（第６号様式）により、通知します。 

 

第６ 登録の辞退 

  参画事業者の登録を辞退しようとするときは、香芝市習い事・塾代助成事業 

事業者登録辞退届（第７号様式）を児童福祉課に提出してください。 

 

第７ 登録の取消し 

参画事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参画事業者の登録を

取り消します。 

  ⑴ 香芝市習い事・塾代助成事業実施要綱第８条第１項に規定する登録の

基準を満たさなくなったと認めるとき。 

⑵ 登録の有効期限が到来したとき。 

⑶ 辞退の届出があったとき。 

⑷ 正当な理由がなく求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又 

は現地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 

第８ 助成券利用相当額の請求等 

 １ 参画事業者は、助成券の使用があったときは、助成券の利用相当額につい

て請求してください。ただし、５００円以下の支払について助成券の使用が

あった場合は、実費について請求してください。 

 ２ 請求しようとするときは、１月分を一括し、香芝市習い事・塾代助成券利

用相当額請求書（第９号様式）に、使用された助成券を添付して児童福祉課

に提出してください。提出期限は、原則として、助成券の使用があった日が

属する月の翌月の１０日まで（３月に使用があった場合は、令和９年３月３

１日まで）です。 

 ３ 市は提出書類を審査し、参画事業者に利用相当額を振り込みます。 

  ※ 提出書類に不備がある場合は、修正をお願いすることがあります。修正

が完了するまで市から振込みはできません。 

  ※ 保護者が参画事業者を選択するため、登録いただいても利用がないこ

とがあります。 

 

第９ 募集期間 

 令和８年４月２０日（月）から令和９年３月１日（月）午後５時００分まで 
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第１０ 個人情報の保護等 

  参画事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業に係る事務の実施に

当たっては、個人情報を次に掲げるとおり取り扱うこととしてください。 

  ⑴ 事業に係る事務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないこと。参

画事業者の登録が取り消された後においても、また同様としてください。 

⑵ 事業に係る事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行う

こと。 

⑶ 参画事業者は、事業に係る事務に関して知り得た個人情報を事業の目

的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。 

⑷ 参画事業者は、事業に係る事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅

失及び毀損 （以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切

な管理のために必要な措置を講じること。 

⑸ 参画事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を

構築し、その体制を維持すること。 

⑹ 参画事業者は、個人情報の取扱いについて、従事者に対して必要かつ適

切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行うこ

と。また、参画事業者は、事業に係る事務に従事している者に対し、在職

中及び退職後においても当該事業に係る事務に関して知り得た個人情報

を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の

違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他

個人情報の保護に関して必要な事項を周知すること。 

⑺ 参画事業者は、事業に係る事務に関して知り得た個人情報について、

保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去

すること。 

⑻ 参画事業者は、個人情報の漏えい等その他の事業に違反する事態が生

じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、市に報告

すること。 

 

第１１ その他留意事項 

 １ 助成券の対象は、「第２ 参画事業者の登録基準」の「２ 参画事業者が

提供する習い事・塾等の種類」に限ります。参画事業者は、助成券を受け取

る目的で保護者に金品、サービス券等の便宜供与を行い、またそれを市に請

求することはできません。 

 ２ 市は、参画事業者が提供する習い事・塾等の内容、品質、安全性等につい

て、保証しないものとします。 
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 ３ 市は、参画事業者が提供する習い事・塾等の利用に当たり生じた損害、苦

情等について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第１２ 申込先及び問合せ先 

 香芝市子ども家庭部児童福祉課（香芝市総合福祉センター１階） 

 所在地：〒639-0251 

     奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

 電 話：０７４５－７９－７５２２ 

 ＦＡＸ：０７４５－７９－７５３２ 

 Ｅmail：kosodates@city.kashiba.lg.jp 

 ※ 受付時間は、午前８時４０分から午後５時００分（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）までです。 

 


